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９ その他の留意事項

（１ 「公の施設」とＰＦＩ）

①「公の施設」とは

「公の施設」とは 「住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための、

施設」です（地方自治法第 条 。244 ）

②ＰＦＩ事業者が「公の施設」を管理する場合

ＰＦＩ事業によって「公の施設」を整備し、施設の管理を包括的にＰＦＩ事業者に行わ

せる場合は、地方自治法第２４４条の２第３項に規定する「指定管理者」を採用する必要

があります（自治事務次官通知第６参照 。）

ただし、包括的な委託ではなく、ＰＦＩ事業として、例えば下記の諸業務を行わせるこ

とが可能です。

なお、この場合にあっては、ＰＦＩ事業者は料金収入を自らの収入として収受できず、

当該料金を自ら定めることもできません。

ア 下記のような事実上の業務
・施設の維持補修等のメンテナンス
・警備
・施設の清掃
・展示物の維持補修
・エレベーターの運転
・植裁の管理

イ 管理責任や処分権限を地方公共団体に留保した上で、管理や処分の方法についてあ
らかじめ地方公共団体が設定した基準に従って行われる下記のような定型的行為
・入場券の検認
・利用申込書の受理
・利用許可書の交付

ウ 私人の公金取扱いの規定（地方自治法第２４３条、同法施行令第１５８条）に基づく
使用料等の収入の徴収

エ 当該施設運営に係るソフト面の企画

③ＰＦＩと指定管理者制度について

指定管理者とＰＦＩの関係、それぞれで必要な議決項目、及び議決のスケジュールにつ

いては、総務省から「ＰＦＩと指定管理者制度について」で基本的な考え方が示されてい

ますので参照してください。

（２）地方財政措置について

地方公共団体が実施するＰＦＩに係る地方財政措置の扱いについては 「民間資金等、

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）に

基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について （平成１２年３月」

２９日付自治調第２５号自治省財政局長通知）を参照のこと。
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（３）ＰＦＩ事業における債務負担行為の位置付けと起債制限比率

地方公共団体が実施するＰＦＩに係る債務負担行為の位置付けと起債制限比率につい

ては、自治事務次官通知を参照のこと。

（４）ＷＴＯ政府調達協定

①ＷＴＯ政府調達協定とＰＦＩ事業契約

ＰＦＩ契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とするも

のです。このため、政府調達協定（１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政

府調達に関する協定をいう ）対象の役務と対象外の役務の双方を包含する混合的な。

契約となる可能性が高くなります。

こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目的

に係る調達として扱うこととされており、主目的が物品等又は協定の対象である役務

の調達契約であって、当該契約の全体の予定価格（主目的以外の物品等及び役務に係

る価額を含む ）が適用基準額以上となる場合に、特例政令（ 地方公共団体の物品等。 「

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成７年政令第３７２号)）の適用を

受けることとされている点に留意する必要があります。

②政府調達協定の適用対象基準額（平成１６年総務省告示第６４号）

適用期間 平成１６年４月１日～１８年３月３１日の間

契 約 内 容 基準金額

物品等の調達契約 ３千２百万円

特定役務のうち建設工事の調達契約 ２４億３千万円

特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリン ２億４千万円

グ・サービスその他の技術的サービスの調達契約

特定役務のうち上記以外の調達契約 ３千２百万円




